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Ｊ Ａ Ｍ         
政策ＮＥＷＳ 

離婚時の年金分割の流れ 

情報提供の請求 

・情報提供の請求は、夫婦が共同で行うことも、一人だけで行うこともできます。 
 （離婚前に配偶者に内緒で情報提供の請求もできます。配偶者の基礎年金番号がわから

なくても大丈夫です。） 
・社会保険事務所で「年金分割のための情報提供請求書」をもらい、必要事項を記入して

提出します。 

情報の提供 

（通知） 

・「年金分割のための情報通知書」が届きます。（婚姻期間の標準報酬総額等が記載されて

います。50歳以上の人は、分割後の見込額も記載されています。） 
・夫婦が共同で請求した場合は夫婦それぞれに通知されます。 
・一人で請求した場合 
 すでに離婚している時はそれぞれに通知されます。 
 まだ離婚していない時は、請求者のみに通知されます。 

夫婦間で話合い 

合意できないとき 合意したとき 

公正証書の作成 

裁判所への申立て 

年金分割の請求 

保険料納付記録の改定 

＜夫婦の一方が厚生年金でもう一方が共済年金（公務員）の場合＞ 
「年金分割のための情報提供請求書」を社会保険事務所と共済組合の両方に提出しなければなりません。 

私の家庭は、夫が共済年金・私が厚生年金です。この場合どのようになるのか、実験してみます。（夫には請求すると言ってお

きました。）まだ、請求書をもらっただけです。これから実際に請求書を提出する予定です。（離婚の予定はありません。） 

【共済組合とのやりとり】 

      私   ：離婚時の年金分割の請求書をいただきたいんですが。 

      担当者：ご主人の年金番号は？ 

      私  ：離婚したいと思っているのに、主人に聞けません。 

      担当者：ん～そうですね。では請求書を送ります。 

      私  ：自宅に送ってもらうと、まずいんですが・・ 私の職場に送ってください。 

      担当者：わかりました。ところでご主人の所属はどこですか？ 

      私  ：（少々怒って）請求書をもらうのに主人の所属が必要なんですか！！  

     請求書は 2日後、ＪＡＭ本部に届きました。実験結果は政策ニュースでお知らせします。 

・年金は、老齢厚生年金の支給開始年齢にならないともらえません。 
・離婚後、保険料を滞納して、公的年金の保険料納付済期間が通算して 25年以上ない 
 場合は、分割を受けていても年金をもらえません。 

注意 


